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「わくわくプラン」 供給条件重要事項 

 

販売事業者について 

 

＜販売事業者（ガス小売事業者）＞  

会社名 レモンガス株式会社 代表取締役 赤津 欣弥  

住所 神奈川県平塚市高根一丁目 1 番 11 号 

小売登録番号 A0018 

電話番号 0463（31）7009 （代表） 

ホームページ https://www.lemongas.co.jp  

 

＜販売する商品等に関するお問合せ窓口＞  

お問合せ先 レモンガス株式会社 事務センター 

電話番号 050-3033-4540 

受付時間 平日 8：30～17：30（土日祝日/年末年始を除く）  

メールアドレス info-toshigas@lemongas.co.jp  

 

媒介・代理業者について 

 

＜媒介・代理業者＞ 

会社名 株式会社 new create 

住所 東京都江東区木場 5-3-4 コータス木場 B1F 

電話番号 03-6240-9571 

代表者 土勢 育孝 

受付時間 9：00～18：00（不定休） 

 

1.ガス小売供給契約のお申込みと契約の成立 

(1)お客さまはお申込書および供給条件における重要事項、ならびにガス小売供給約款に同

意のうえ、インターネットまたは当社指定の申込書により、お申込みいただきます。 

(2)ガスの小売供給および使用に関する契約（以下「ガス小売供給契約」といいます。）は、

当社がガス使用のお申込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様

といたします。 

(3)お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者（以下「当該一般ガス導管事

業者」といいます。）が定める託送供給約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」

といいます。）に定める事項を遵守していただきます。 



(4) 当社が電磁的方法（インターネット及び当社公式アプリをいいます。）により提供する

サービス（当社が指定するものに限ります。）に加入していただきます。 

 

2.お申込みにともなう不利益事項 

契約先を、他社から当社へ変更するにあたり、下記のような不利益事項が発生する場合がご

ざいますのでご注意ください。 

(1)現在のガス契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社の料金プ

ランでご契約することができない可能性があります。 

(2)現在のガス契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解

約違約金等を請求される可能性があります。 

(3)現在のガス契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が

失効する可能性があります。 

(4)現在のガス契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にと

もない、継続利用期間が消滅する可能性があります。 

(5)現在のガス契約を解約することにより、解約までの契約期間中におけるガスの使用量や

請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。 

 

3.ガスの供給開始予定日等 

(1)当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下

のとおりといたします。 

イ．引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は、原則として、お客

さまの希望する日 

 ロ．他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の

手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づく定例検針

日の翌日 

(2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理

由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場

合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガ

スを供給いたします。 

 

4.料金の適用開始の時期 

料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお

客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除

き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。  

 

5.料金の算定期間 



料金の算定期間は、当社が定める検針日（以下「検針日」といいます。）の翌日から次の検

針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開

始日から次の検針日までの期間（開始日を含みます。）とし、ガスの供給契約が消滅した場

合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日までの期間（消滅日を含みます。）

といたします。  

 

6.ガス使用量の算定 

(1)当社は、原則あらかじめ定めた日に毎月 1 度検針（この検針を「定例検針」といい、定

例検針を行った日を「定例検針日」といいます。）を行います。 

(2)料金の算定期間におけるガス使用量は、当社が行う検針により算定されたガス量といた

します。なお、当社は当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づき行う検針およ

び算定されたガス量を基にガス使用量を算定する場合があります。 

(3)当社は、ガス使用量を算定したときは、当社が電磁的方法で提供するサービスによりそ

のガス使用量をお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが書面によりガス使用量

のお知らせを希望する場合は、実費相当額として 110 円(税込)をご負担して頂きます。 

(4)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合、料金の算定期間

におけるガス使用量は、前 3 ヶ月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替え

たガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社

の協議により定めた値といたします。 

 

7.料金の算定および販売価格 

(1)料金は、月々のガス使用量により料金表 A からＦを判定し、基本料金、単位料金を適用

して算定いたします。 

 料金 = 基本料金 + 従量料金 (単位料金×ガスご使用量(㎥)) 

なお、ここでいう単位料金は、原料価格の変動に応じた原料費調整額を基準単位料金に加算

または減算し算定したものといたします。 

(2)お客さまがガスの使用を開始（もしくは解約）した場合や、契約内容の変更等により料

金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。 

(3)料金算定方法、原料費調整額の算定方法等の詳細は料金表をご確認ください。  

 

 

料金表 A B C D E F

1ヶ月のガス

使用量(㎥)

0㎥から

20㎥まで

20㎥をこえ

80㎥まで

80㎥をこえ

200㎥まで

200㎥をこえ

500㎥まで

500㎥をこえ

800㎥まで

800㎥を

こえる

基本料金(税込) 759.00円 1,041.13円 1,208.99円 1,834.35円 6,015.37円 11,865.73円

基準単位料金(税込)

※1㎥につき
138.04円 123.94円 121.84円 118.71円 110.35円 103.04円



 

8.料金の支払義務および支払期日 

(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに当社が定例検針日を考慮し

てガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日（以下「支払義務発生日」といいます。）

といたします。 

(2)お客さまは、料金を、支払期日までに支払うものといたします。 

(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、支払義

務発生日の翌日から起算して 30 日目が、休日（日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する

政令で定める日）の場合には、その直後の休日でない日を支払期日といたします。 

  

9.割引・キャンペーンの適用 

(1)アクアクララセット割引：レモンガスが提供するアクアクララの宅配水とセットでお申

込みいただくと、ご請求金額より月々330 円(税込)割引いたします。 

(2)レモンガス光セット割引：レモンガスが提供する光回線サービス「レモンガス光」とセ

ットでお申込みいただくと、ご請求金額より月々550 円(税込)割引いたします。 

(3)電力セット割引：レモンガスが提供する電力プラン「にこにこプラン１」又は「にこにこ

プラン２」とセットでお申込みいただくと、ご請求金額より月々330 円(税込)割引いたしま

す。 

(4)ガス器具購入割引：「わくわくプラン」に加入いただくと、ガス器具の購入時に当社のチ

ラシ価格より「ガスコンロ 5,000 円(税込)・給湯器 10,000 円(税込)」を割引いて販売いたし

ます。 

(5)プレミアム割引：家庭用でガスを継続使用される場合、ガス小売供給を開始した月を起

算月とし、12 ヶ月目の月までの年間ガス使用量の合計が 600 ㎥以上のお客さまは、以下の

算式によって求められた割引額を、年間ガス使用量の合計が 600 ㎥以上と確認された翌月

以降のガス料金(税込)から 1 度、割引いたします。 

 算式 ： 割引額（上限 3,000 円） ＝ 年間ガス使用量の合計（㎥） × 3 円 

 (ただし、割引額がご請求額以上の場合は、翌月へ順次繰越いたします。) 

 ※本項目に記載されていない割引プランに関しましては、別紙の「割引プラン」をご確認

ください。 

 ※複数の割引プランをお申込みされる場合、お申込みされたプランごとの割引が適応され

ます。 

 ※既に当社の各種割引サービスを提供させていただいているお客さまに関しましては、本

項目の条件を満たさない場合がございます。 

 ※期中解約金は、サービスごとの契約条項に準じるものとします。 

 

10.料金その他の支払方法 



(1)料金は、口座振替、クレジットカード払いのいずれかの方法により、毎月お支払いいた

だきます。 

(2)口座振替、クレジットカード払いのいずれかの手続きが完了するまでは、料金を払込（コ

ンビニエンスストア払い）の方法でお支払いいただきます。ただし当社が必要と認めた場合

は払込票によりお支払いいただくことがあります。 

(3) (2)の払込（コンビニエンスストア払い）の払込用紙を発行する場合、原則として払込用

紙の発行手数料として 330 円(税込)をご負担して頂きます。 

(4)お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。 

(5)工事費、工事負担金、設備負担金およびその他については、当社が指定した金融機関等

を通じて支払うものといたします。 

(6)クレジットカードの有効期限を更新したとき、クレジットカード情報の再登録が必要な

場合がございます。 

  

11.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 

供給ガスにおける熱量、圧力および燃焼性は、次のとおりとし、ガスの類別は 13Ａですの

で、13Ａとされているガス器具が適合いたします。 

(1)熱 量      標準熱量・・・45 メガジュール  最低熱量・・・44 メガジュール 

(2)圧 力       最高圧力・・・2.5 キロパスカル  最低圧力・・・1.0 キロパスカル 

(3)燃 焼 性        最高燃焼速度・・・47            最低燃焼速度・・・35 

最高ウォッベ指数・・・57.8       最低ウォッベ指数・・・52.7 

 

12.需要場所への立入り 

お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの

土地または建物に立ち入らせていただくことに、正当な事由がない限り、承諾するものとい

たします。なお、係員は、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。 

(1)周知および調査のための業務 

(2)供給の開始、供給の停止、供給の制限等、供給の制限等の解除、供給契約の消滅または解

約等により必要な処置 

(3)当社または当該一般ガス導管事業者が実施する検針業務 

(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務（検査、供給施設の設計・

施工・維持管理、メーター取替等） 

(5)その他ガス小売供給約款によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務

または保安上必要な業務  

 

13.供給の制限等 

お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。 



(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給

の制限または中止させていただくことがあります。その際は、必要に応じて、その旨をお知

らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 

  イ．災害等その他の不可抗力が生じた場合 

  ロ．ガス工作物に故障が生じた場合または点検、修理、取替等のため必要がある場合 

  ハ．法令の規定による場合 

ニ．ガス漏れまたはガスの不完全燃焼等による事故の発生のおそれがあると認めた場合 

  ホ．保安上またはガスの安定供給上必要と認めた場合 

  ヘ．その他託送約款等で定められた事項に該当する場合 

(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給

の制限、中止または停止させていただきます。 

  イ．お客さまが 12（需要場所への立入り）に掲げる作業を正当な理由なく拒否または妨

害した場合 

  ロ．お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失われた場合 

  ハ．お客さまが、20（供給施設の保安責任）から 22（お客さまの責任）の保安に係る協

力または責任の規定に違反した場合 

(3)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあ

ります。その際は、あらかじめその旨を予告いたします。また、お客さまは供給停止の作業

費として 3,300 円（税込）をご負担して頂きます。 

  イ．支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合 

  ロ．当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金について

イの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支

払いがない場合 

  ハ．その他当社のガス小売供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務につい

て、お支払いがない場合 

(4) (1)または(2)によって、供給の制限、中止または停止したことによるお客さまからの問い

合わせ等に対しては、当社が対応いたします。 

(5) (1)または(2)によって、お客様が損害を受けた場合には、当該一般ガス導管事業者の責に

帰すべき事由がないときは、当該一般ガス導管事業者はその賠償の責任を負いません。 

(6) (1)、(2)または(3)によって、お客様が損害を受けた場合には、当社の責に帰すべき事由が

ないときは、当社はその賠償の責任を負いません。また、(2)または(3)によって、当社が損

害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。  

 

14.供給の制限等の解除 

(1)13(供給の制限等)（1）または(2)によって供給の制限、中止または停止した場合において、

その理由となった事実が解消された場合には、すみやかに制限、中止または停止を解除いた



します。 

(2)13.(供給の制限等)(3)によって供給を停止した場合において、お客さまが次のいずれかに

掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、すみやかにガスの供給を再開い

たします。供給の再開は原則として、当社営業日の 9 時 30 分から 16 時の間に速やかに行

うものとします。 

イ．13.(供給の制限等)(3)イによって供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての

料金を支払われた場合 

ロ．13.(供給の制限等)(3)ロによって供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約

（すでに消滅しているものを含みます。）の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到

来した全ての料金を支払われた場合 

ハ．13.(供給の制限等)(2)または(3)ハによって供給を停止したときは、その理由となった

事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 

(3)13(供給の制限等)(2)または(3)によって供給の制限、中止または停止した場合において、

供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さま

の代理人に立ち会っていただきます。  

 

15.お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除 

(1)お客さまからのガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は翌月以降の検

針日から適用いたします。 

(2)転居等によりガス小売供給契約を解除する際は、あらかじめ当社までガス使用終了日を

通知していただきます。  

 

16.当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除 

(1)当社は、小売約款を変更することがあります。この場合にはお客様の料金その他の供給

条件は、変更後の小売約款等によるものとします。その場合にはあらかじめ書面又は電磁的

方法によりお知らせいたします。なお、お客さまは変更を承諾することが出来ない場合は契

約を解除することができます。 

(2)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除する

ことがあります。 

イ．料金を支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない

場合 

ロ．ガス小売供給契約以外の契約の料金および料金以外の債務の支払期日が経過しても

なお当社の指定した期日までにお支払いただけない場合 

ハ．お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用され

た場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合 

ニ．その他ガス小売供給約款の規定に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場



合 

(3)当社からガス小売供給契約を解除させていただくときは、あらかじめ電磁的方法または

文書等で解除日を通知いたします。  

 

17.供給契約消滅後の債権債務関係 

ガス小売供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いた

しません。  

 

18.ガス工事 

当該一般ガス導管事業者が維持及び運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受

ける場合の方法及びガス工事については、託送供給約款に定めるところによるものといた

します。 

 

19.工事費等の支払いおよび精算 

当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にと

もなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等

の請求を受けた場合は、お客様は、その金額を当社が定める日までに当社に支払うものとい

たします。また、当該一般ガス導管事業者から工事完了後、工事費、工事負担金または設備

負担金等の精算を受けた場合は、当社は工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやか

に精算するものといたします。  

 

20.供給施設の保安責任 

お客さまは、供給施設の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。 

(1)内管およびガス栓等、お客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任にお

いて管理していただきます。 

(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、(1)の供給施設につい

て、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 

(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、内管およびガス栓な

らびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス

導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。 

(4)お客さまが当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けた

ときは、当該一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。  

 

21.保安に関するお客さまの協力 

(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓

を閉止して、当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当社



または当該一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。 

(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、その

中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があり

ます。なお、その方法は、当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせいたします。供給

または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社または当該一般ガス導管事

業者に通知していただきます。 

(3)お客さまは、20（供給施設の保安責任）(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に

定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとって

いただきます。 

(4)当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内

または建物内に設置した供給施設、消費機器について修理、改造、移転若しくは特別の施設

の設置を求め、または使用を中止していただくことがあります。 

(5)お客さまが当社または当該一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または

供給施設もしくは託送約款等に定めるガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することを

お断りいたします。 

(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針およ

び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 

(7)当社および当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管

理等について、お客さまと協議させていただくことがあります。  

 

22.お客さまの責任 

(1)お客さまは、ガス事業法令に基づいて当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適

正かつ安全に使用していただきます。 

(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を

設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじ

め当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事

業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。 

(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、

当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設

置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用を

お客さまに負担していただきます。 

(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に掲げる条件を遵守してい

ただきます。 

(5)お客さまは、ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工

作物に関して、次の事項について遵守していただきます。 

イ．お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならな



いこと 

ロ．仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お

客さまは、保安業務に協力しなければならないこと 

 

23.供給施設等の検査 

お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置また

は整圧器等がガス事業法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガ

ス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基

準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担して頂きます。 

  

24.周知および調査義務 

(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業

法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電磁的方法等を通じてお客さまの閲覧に供

する方法等を通じて、必要な事項をお知らせいたします。 

(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の

ついていないふろがま、湯沸器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法

令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これ

らのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客

さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する

等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。

また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、

承諾するものといたします。 

(3)当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、

再び調査いたします。  

 

25.消費段階におけるガス事故の報告 

消費段階におけるガス事故が発生した場合、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握し

た情報を当社へ提供することについて、承諾していただきます。  

 

26.託送供給契約消滅後の関係 

当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款（託送供給契約消滅後の関係）に定めるとおり、

ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有

者の承諾をえて、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。  

 

27.その他、各種お手続き、お問い合わせ 

当社は、ガス小売供給約款および料金表を変更することがあります。この場合にはあらかじ



め変更後の内容をお知らせいたします。 契約の締結後にガス小売供給契約を変更する場合

やこの書面に記載のない事項の取扱いは支店またはホームページでレモンガス㈱ガス小売

供給約款に定める最新の供給条件により確認することができます。 

ホームページＵＲＬ ： https://www.lemongas.co.jp/ 

ガス小売供給契約の内容の変更、解除の手続き、お問い合わせは、お問い合わせ窓口までご

相談ください。  

 

28.商品に隠れた瑕疵がある場合の販売事業者の責任 

当社は、法律上の瑕疵担保責任（商法 526 条）を負います。 

 

29.利用するために必要な電子計算機の使用及び性能その他の必要な条件 

このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客様

の端末機器等の動作環境は問いません。 

 

30.電磁的交付について 

当社はガス小売供給約款、重要事項説明書、各種説明書、契約内容等の一部又は全てを書面

の交付（郵送）に代え、ホームページ、電子メール等の当社所定の電磁的方法により、お客

さまに交付します。お客さまはお申込みをした時点で電磁的交付を承諾したものとみなし

ます。 

 

31.個人情報保護に関して 

ご入力（記入）頂いたお客さまの個人情報はガス事業をはじめとする当社の事業において、

契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サ

ービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令

により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利

用させて頂きます（個人情報の利用目的は当社のホームページでもご案内しておりますの

で、そちらもあわせてご確認ください）。 

なお当社との契約を解除される場合、該当情報を、当社は代理店に対して提供する場合があ

ります。 


